


ー 1 ー

介護予防重視型システムへの転換
新たに設置する地域包括支援センターを中心に位置づけ、高齢者の生活機能に合わせた介護

予防の推進、介護給付を実施します。



ー 2 ー

「できないこと」を補うサービス

家事代行的な訪問介護や、

安易な福祉用具の利用など

｢できること」を引き出すサービス

その人の意欲や能力を引き出す

目標指向型のサービス提供

介護を必要とする度合いが軽度の人に

対して状態の改善に向けた介護予防サー

ビスを提供します。

また、要介護状態にならないための介

護予防事業を行います。

地域包括支援センターが、高齢者の生

活を総合的に支援します。

また、住みなれた地域での生活を支え

るため、新たに創設された地域密着型サ

ービスにより、在宅支援の強化を図りま

す。

すべてのサービスが公平・公正に行わ

れるように、介護サービス事業者の情報

の公表や規制、ケアマネジメントの見直

しが行われます。

保険料の細分化を図り、低所得の人に

きめ細かく配慮した新しい段階を設定。

また、要介護認定事務の見直しや保険者

の権限を強化し、制度運営の安定化を図

ります。



ー 3 ー

介護予防教室とは…
介護予防教室は、65歳以上の方で「生活機能の低下」が心配な方を対象に、生活機能の維

持・向上を図るために市内の公民館やスポーツセンターなどの施設で実施している教室です。

介護予防教室に参加するには…
介護予防教室は、65歳以上の方で「基本チェックリスト」や健康診査などの結果を用いて、

生活機能の低下が心配な方を把握し、「地域包括支援センター」が本人の意向や生活環境等を踏
まえ、介護予防ケアプランを作成し、各教室の参加者を決めます。
「生活元気度チェック（基本チェックリスト）」で生活機能の低下が心配される方は、地域包

括支援センターにご相談ください。

○健康運動教室・・・毎週1回　3ヵ月間　全12回椅子に
座ってゴムバンドを使ったり、スト
レッチを行ったりして体を動かします。

○健康栄養教室・・・毎月1回　6ヵ月間　全7回（最初
の月は2回）食生活についてのお話
や個別相談を行います。

○お口の健康教室・・毎月2回　3ヵ月間　全6回
口の中を「清潔」に保ち、「食べる」
「飲み込む」「話す」ためのお話や個
別相談を行います。

生活元気度チェック
（基本チェックリスト）を実施

生活機能の低下が心配される方

参加決定者
基本チェックリストや
健康診査結果などから
各教室の参加者を決定

介護予防ケアプラン作成・健康運動教室 ・健康栄養教室 ・お口の健康教室



ー 4 ー

運動器、栄養、口腔機能の低下が心配される方
1に○が付いた項目が
①6～10の項目のうち3項目以上あるかた
または1～20の項目うち10項目以上あるかた　……………………………　
②11～12の2項目の全てのかた　………………………………………………　
③13～15の項目のうち2項目以上あるかた　…………………………………　



ー 5 ー

月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時までです。
（土曜日・日曜日・祝日・年末年始は休所です。）
これ以外の日時については、電話相談で対応しています。

介護に関することのほか、福祉や健康、医療など、心配ごとの相談に応じ

ます。

相談を受けた地域包括支援センターは、適切な機関等につなぎ、つないだ

後も支援していきます。

元気な高齢者や、要支援・要介護になるおそれの高い人、要支援1・2と

認定された人など、その人の状態に合わせた介護予防（介護予防教室、介護

予防サービス）を支援します。

認知症や知的障害などにより判断能力が十分でない人の人権や財産が守ら

れるよう成年後見制度の活用や虐待の早期発見・防止など、高齢者の権利擁

護の支援をします。

地域のケアマネジャーを支援します。また、高齢者が住みなれた地域で安

心して暮らしができるよう、介護・福祉・保健・医療など、地域のネットワ

ークづくりを進め、高齢者の生活全体を支援します。



ー 6 ー

地域包括支援センター一覧

担当地区 名　称・所在地・電　話 設置主体及び経営主体

中　央
川口市中央地域包括支援センター
（川口市幸町1-5-17・TEL 258-1750）

(医)久幸会

横曽根
川口市横曽根地域包括支援センター
（川口市西川口6-7-4・TEL 250-4311）

(株)やさしい手

青　木
川口市青木地域包括支援センター
(川口市青木3-3-1・TEL 252-1314)

(社福)川口市社会福祉協議会

南　平
川口市南平地域包括支援センター
（川口市末広2-15-19・TEL 225-5888）

(株)シルバーホクソン

新　郷
川口市地域包括支援センター
(川口市大字赤井1055・TEL 287－2225)

川口市

神　根
川口市神根地域包括支援センター
(川口市大字道合1421・TEL 297-2777)

(社福)川口市社会福祉事業団

芝
川口市芝地域包括支援センター
（川口市芝中田2-31-8・TEL 267-2340）

(医)健仁会

安　行
川口市安行地域包括支援センター
（川口市大字安行籐八501・TEL 290-2300）

(株)シルバーホクソン

戸　塚
川口市戸塚地域包括支援センター
（川口市東川口1-5-40・TEL 291-0037）

(株)やさしい手



介護サービスの利用手続き
介護サービスを必要とする人がサービスを利用するためには、市に申請して「介護支援等が

必要である」と認定されることが必要です。介護保険課の窓口に申請すると訪問調査や審査を
経て、介護が必要な状態かどうか、またどのくらいの介護が必要であるかが決まります。サー
ビスを利用するまでの手続きの流れは、次のようになっています。

●川口市介護保険課

●介護老人福祉施設
●介護老人保健施設
●介護療養型医療施設

●認知症対応型通所介護
●認知症対応型共同生活介護
●小規模多機能型居宅介護
（※要支援の認定を受けた方も上記

のサービスと同等のサービスを利用で
きますが、認知症対応型共同生活介護
は、要支援2以上の方が利用できます。）

●夜間対応型訪問介護
●地域密着型介護老人福祉施設入所者
生活介護

●地域密着型特定施設入居者生活介護

●訪問介護
●訪問入浴介護
●訪問看護
●訪問リハビリテーション
●居宅療養管理指導
●通所介護
●通所リハビリテーション
●短期入所リハビリテーション
●短期入所療養介護
●特定施設入居者生活介護
●福祉用具貸与
●特定福祉用具販売
●住宅改修費支給
（※要支援の認定を受けた方も上記のサー
ビスと同等のサービスを利用できます。）

川口市　健康増進部　保健衛生課
〒332－8601 川口市青木２－１－１　 048－258－1110（代）

事務局

平成20年2月発行 再生紙を使用しています。

※要支援・要介護の
おそれのある方

☎


